
 

 

 

 

 

 

 

 

信託財産の担保提供について 

    

１ 信託財産の担保提供 

受益者が負担する債務の担保として信託財

産を担保提供する、例えば信託不動産に抵

当権を設定することは可能です。では、受

益者以外の第三者が負担する債務の担保と

して信託財産を担保提供することはどうで

しょうか？第三者の利益のために信託財産

を危険にさらす点で問題となります。 

２ 利益相反 

時々見かける事例として、受託者個人の事

業による債務、または、受託者が経営する

会社の債務の担保として信託不動産に抵当

権が設定されることがあります。この点、

利益相反行為として原則禁止ということに

なりますが、信託契約で許容する定めがあ

れば、原則禁止の例外として認められます

（信託法３１条１項・２項）。 

ただし、利益相反行為と目的外による権限

外行為（信託法２６条）とは別次元の問題

となります。したがって、利益相反の点で

は信託契約の定めによって許容されるとし

ても、個別具体的な担保提供が当該信託の

目的に適っているのか否かは、事案ごと各

別に判断されることになると思われます。 

３ 信託財産は担保不適格財産？ 

ところで、債務控除を確実にするための受

益者連続信託で委託者・当初受益者が死亡

し、相続人が二次受益者となった後、相続

人が相続税の延納申請に当たって信託不動

産の担保提供を申し出たところ、税務当局

から、信託財産は担保不適格財産であると

いう理由で拒絶されたという事案があった

そうです。その詳細は、信託法２３条１項

が「信託財産責任負担債務に係る債権（信

託財産に属する財産について生じた権利を

含む。次項において同じ。）に基づく場合

を除き、信託財産に属する財産に対して

は、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは

担保権の実行若しくは競売（担保権の実行

としてのものを除く。以下同じ。）又は国

税滞納処分（その例による処分を含む。以

下同じ。）をすることができない。」と定

めているところ、相続税の納付義務は信託

財産責任負担債務ではないから、という理

由だったそうです。 

しかし、税務当局の考えは、以下のとお

り、同条項を誤解しています。道垣内第２

版１１９頁～１２０頁によれば、同条項の

「（信託財産に属する財産について生じた

権利を含む。次項において同じ。）」の権

利には信託財産に設定された抵当権が含ま

れる。（したがって、信託財産責任負担債

務に係る債権に基づく場合と同様に除かれ

るので、）抵当権の実行は可能である旨の

記載があります。すなわち、本条項でいう

「担保権の実行」とは、条解１１３頁に記

載さているように「固有財産に属する財産

のみを目的とする一般の先取特権を有する

者がその実行として信託財産に属する財産

を差し押さえた場合」などになります。立

法技術的に同条項が単純に「担保権の実

行」と表現したことが誤解を生んでいるよ

うです。 

会員の皆様も、もし信託財産は担保不適格

財産であると言われた時には、是非、道垣

内第２版等に基づき反論をしていただけれ

ばと思います。また、ご意見等をメーリス

でお知らせいただければ幸いです。よろし

くお願いいたします。（弁護士山口正徳・

民事信託活用支援機構理事） 
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